
１１　　会会計計別別総総括括表表

（単位：百万円、％）

令和７年度 令和６年度 増 減 額 増減率

特 別 区 財 政 調 整

地 方 消 費 税 清 算

小 笠 原 諸 島 生 活 再 建 資 金

国 民 健 康 保 険 事 業 △33,702 △3.0

母 子 父 子 福 祉 貸 付 資 金 △1,972 △24.9

心 身 障 害 者 扶 養 年 金 △14 △0.4

地方独立行政法人東京都立
病 院 機 構 貸 付 等 事 業

中 小 企 業 設 備 導 入 等 資 金 △2 △0.6

林業・木材産業改善資金助成 △56 △52.3

沿 岸 漁 業 改 善 資 金 助 成

と 場

都 営 住 宅 等 事 業

都 営 住 宅 等 保 証 金

都 市 開 発 資 金 △4,982 △62.5

用 地 △104 △0.7

公 債 費

臨 海 都 市 基 盤 整 備 事 業 △162 △11.7

工 業 用 水 道 事 業 清 算

中 央 卸 売 市 場

都 市 再 開 発 事 業

臨 海 地 域 開 発 事 業 △89,785 △57.0

港 湾 事 業

交 通 事 業

高 速 電 車 事 業

電 気 事 業 △294 △14.3

水 道 事 業

下 水 道 事 業 △15,694 △2.1

合 計

区 分

一 般 会 計

特 別 会 計

公 営 企 業 会 計
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２２　　一一般般会会計計  局局別別内内訳訳（（一一般般歳歳出出））

（単位：百万円、％）

令和７年度 令和６年度 増 減 額 増減率

△623 △4.9

△539 △0.2

△9,471 △9.7

△5,116 △21.5

△176 △5.1

△7,878 △3.6

△36,671 △11.3

区 分

政 策 企 画 局

財 務 局

子 供 政 策 連 携 室

環 境 局

デ ジ タ ル サ ー ビ ス 局

総 務 局

主 税 局

生 活 文 化 局

都 市 整 備 局

住 宅 政 策 本 部

合合 計計

公 営 企 業 会 計 支 出 金 等

労 働 委 員 会 事 務 局

公 債 費

監 査 事 務 局

一一 般般 歳歳 出出

議 会 局

収 用 委 員 会 事 務 局

警 視 庁

教 育 庁

人 事 委 員 会 事 務 局

選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局

保 健 医 療 局

都 民 安 全 総 合 対 策 本 部

ス ポ ー ツ 推 進 本 部

ス タ ー ト ア ッ プ
戦 略 推 進 本 部

特 別 区 財 政 調 整 会 計
繰 出 金 等

東 京 消 防 庁

会 計 管 理 局

建 設 局

港 湾 局

産 業 労 働 局

福 祉 局
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３３　　一一般般会会計計  歳歳入入予予算算  款款別別内内訳訳

（単位：百万円、％）

金  額 構成比 金  額 構成比

都 税

地 方 譲 与 税

助 成 交 付 金

地 方 特 例 交 付 金 △37,995 △86.0

特 別 交 付 金 △50 △1.6

分 担 金 及 負 担 金 △6,035 △20.6

使 用 料 及 手 数 料

国 庫 支 出 金

財 産 収 入

寄 附 金

繰 入 金

諸 収 入

都 債 △109,266 △34.9

繰 越 金

合 計

増減率区 分
令和６年度

増 減 額
令和７年度
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４４　　都都税税収収入入  税税目目別別内内訳訳

(単位：百万円、％）

令和７年度 令和６年度 増 減 額 増減率

個 人 都 民 税

都 民 税 利 子 割

繰 入 地 方 消 費 税

不 動 産 取 得 税

自 動 車 税

固 定 資 産 税

事 業 所 税

都 市 計 画 税

宿 泊 税

そ の 他 の 税

区           分

合           計

法   人   二   税

そ   の   他   税
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５５　　一一般般会会計計  歳歳出出予予算算  性性質質別別内内訳訳

(単位：百万円、％）

金  額 構成比 金  額 構成比

補 助

単 独

国 直 轄

△36,979 △11.5

△21,693 △6.6

合 計

令和７年度 令和６年度

特別区財政調整会計
繰 出 金 等

給 与 関 係 費

物 件 費

維 持 補 修 費

予 備 費

公 債 費

出 資 金

貸 付 金

積 立 金

扶 助 費

補 助 費 等

投 資 的 経 費

公営企業会計支出金等

増 減 額 増減率区 分
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６６　　財財政政のの状状況況（（普普通通会会計計決決算算））

平成11

△ 3,038 △ 2,729 △ 2,802 △ 2,756 △ 2,653 △ 2,796 △ 3,055 △ 3,336 △ 3,405 △ 3,471 △ 2,964

う
人 件 費

補 助 費 等

ち
公 債 費

[参考]地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める比率

平成11

（注） １　平成16年度及び17年度の歳入・歳出総額は、特定資金公共投資事業債の償還に係る経費を控除したものです。

２　平成21年度～24年度の赤字限度額は、臨時財政対策債発行可能額を加味して算出しています。

３　翌年度へ繰り越すべき財源(D)には、地方消費税の未清算に伴う次年度繰越金を含みます。

４　経常収支比率は、減税補塡債を経常一般財源等から除いた率です。

５　都債残高は、特定資金公共事業債及び特定資金公共投資事業債を除いています。

実 質 公 債 費 比 率

将 来 負 担 比 率

公 債 費 負 担 比 率

都 債 残 高

財 政 調 整 基 金 残 高

区　　分

実 質 赤 字 比 率

連 結 実 質 赤 字 比 率

参 考 赤 字 限 度 額

△ 276

経 常 収 支 比 率

△ 678 △ 100 △ 524 △ 449

す べ き 財 源

実 質 収 支
△ 881

   　(A)-(B)=(C)

翌 年 度 へ 繰 り 越

区　　分

歳 入 総 額

歳 出 総 額

形 式 収 支
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（単位：億円、％）

令和元

△ 2,535 △ 2,536 △ 2,613 △ 2,739 △ 3,011 △ 3,120 △ 3,223 △ 3,274 △ 3,282 △ 3,391 △ 3,307 △ 2,918 △ 3,530 △ 3,653

（単位：％）

令和元

（備考） １　経常収支比率とは、地方税、普通交付税などの毎年度経常的に収入される一般財源等のうち、人件費、扶助費、

　 公債費のように毎年度経常的に支出される経費に充当されたものが占める割合であり、財政構造の弾力性を判断

　 するための指標です。

 ２　公債費負担比率とは、公債費に充当された一般財源等の一般財源等総額に占める割合であり、公債費に係る財

　 政負担の度合いを判断するための指標です。

 ３　地方公共団体の財政の健全化に関する法律に定める比率とは、同法に基づき平成19年度決算から算定している

　 ものであり、財政の早期健全化や再生の必要性を判断するための指標です（なお、平成17年度及び18年度の実質

　 公債費比率は、地方財政法に基づくものです。）。
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７７　　令令和和７７年年度度　　都都のの予予算算、、地地方方財財政政対対策策、、国国のの予予算算のの比比較較

（単位：億円、％）

金　額 増減率 構成比 金　額 増減率 構成比 金　額 増減率 構成比

－ － －

－ － －

△ 34.9 △ 5.5 △ 19.2

う ち 補 助

う ち 単 独

△ 11.3 △ 1.5

△ 6.1 － 171兆円 △ 4.5 － 1,129兆円 －

　　 ６　地方財政対策の地方債年度末現在高見込は、東日本大震災分を含んだ額です。

　　 ７　国の国債年度末現在高見込は、復興債を含んだ額です。

地 方 （ 国 ） 債 年 度 末
現 在 高 見 込

(注) １　都の一般財源は、都税、地方譲与税、助成交付金及び地方特例交付金の合計です。

　　 ２　地方財政対策の一般財源は、地方税、地方譲与税、地方特例交付金等及び地方交付税の合計です。

　　 ３　国の一般財源は、租税及印紙収入です。

　　 ４　国の一般歳出は、歳出総額から国債費及び地方交付税交付金等を除いた額です。

　　 ５　国の投資的経費は、公共事業関係費です。

公 （ 国 ） 債 費

主

な

歳

入

う ち 地 方 税

うち地 方 交 付 税

地 方 債 （ 公 債 金 ）

国 庫 支 出 金

一 般 歳 出

主

な

歳

出

うち給 与 関 係 費

うち投 資 的 経 費

一 般 財 源

区　　　分

都
（一般会計）

地方財政対策
（通常収支分）

国
（一般会計）

歳 入 歳 出 規 模
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８８　　令令和和７７年年度度税税制制改改正正にによよるる都都税税のの影影響響額額

（単位：億円）

影響額

△ 8

△ 23

（注）影響額は、令和７年度当初予算ベースです。

[参考]

（単位：億円）

影響額

△ 1

区　　分 改　正　要　旨

特 別 法 人 事 業
譲 与 税

外国子会社合算税制における外国子会社所得の合算時期の後ろ倒し

（注）影響額は、令和７年度当初予算ベースです。

区　　分 改　正　要　旨

合　　計 △ 31

法 人 都 民 税 外国子会社合算税制における外国子会社所得の合算時期の後ろ倒し

法 人 事 業 税 外国子会社合算税制における外国子会社所得の合算時期の後ろ倒し
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９９　　財財源源調調整整措措置置等等にによよるる影影響響額額

【【地地方方交交付付税税のの不不交交付付等等をを理理由由ととすするる財財源源調調整整】】

（単位：億円）

区　　分 影響額 内　　容

地方揮発油譲与税 △ 33 交付団体方式で算定した額の2/3を控除

国有提供施設等所在
市町村助成交付金

△ 1 交付団体方式で算定した額の7/10を控除

そ の 他 △ 11 
補助率に財政力指数の逆数を乗じるなど、補助率の
割り落とし

合　　計 △ 45 

　　なお、特別法人事業譲与税に係る地方交付税の不交付を理由とする財源調整額については、【地方法人

【【事事実実上上のの財財源源調調整整措措置置ととななっってていいるる法法人人事事業業税税のの見見直直しし（（分分割割基基準準のの改改正正））】】

（単位：億円）

区　　分 影響額 内　　容

分 割 基 準 の 改 正
に よ る 影 響 額

△ 2,686 

・サービス産業等について、課税標準の1/2を事務
　所数、1/2を従業者数により関係都道府県に分割

・資本金１億円以上の製造業について、工場の従業
　者数を1.5倍で算定　　　　　　 　　　　　など

（注）影響額は、令和７年度当初予算ベースです。

（注）影響額はこれまでの改正によるもので、令和７年度当初予算ベースです。

　課税の見直し】において記載しています。

178

政
策
評
価
・
事
業

評
価
・
グ
ル
ー
プ

連
携
事
業
評
価

付
属
資
料

最
終
補
正

主
要
な
施
策

財
政
運
営

歳
入
歳
出

予
算
の
ポ
イ
ン
ト

計

数

表



【【地地方方法法人人課課税税のの見見直直しし】】

（単位：億円）

区　　分 影響額 内　　容

特別法人事業税及び
特別法人事業譲与税
の創設に伴う影響額

△ 6,505 

・法人事業税の一部を分離し、特別法人事業税とし
　て国税化
　＊令和元年10月１日以後に開始する事業年度から適用

・特別法人事業税の税収を人口を基準に按分して、
　都道府県に特別法人事業譲与税として譲与
　＊不交付団体に対しては、財源超過額を上限として
　　譲与額の75/100を控除（影響額：△2,382億円）
　＊令和２年度から譲与

（２）法人住民税の一部地方交付税原資化

（単位：億円）

区　　分 影響額 内　　容

法人住民税の一部
地方交付税原資化
に よ る 影 響 額

△ 7,965 
法人住民税法人税割の一部を地方法人税として国税
化し、地方交付税原資化
＊平成26年10月１日以後に開始する事業年度から適用

（注）影響額は、令和７年度当初予算ベースです。

【【地地方方消消費費税税のの清清算算基基準準のの見見直直しし】】

（単位：億円）

区　　分 影響額 内　　容

清算基準の見直し
に よ る 影 響 額

△ 1,534 

・清算基準に使用する統計データから、百貨店や建
　物売買業などを除外

・統計の割合を75％から50％に変更

・統計カバー外の代替指標（50％）について、従業
　者数を廃止し、人口に一本化
　＊平成30年４月１日以後の清算に適用

（注）影響額は、令和７年度当初予算ベースです。

（１）特別法人事業税及び特別法人事業譲与税の創設

（注）影響額は、令和７年度当初予算ベースです。
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